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『集団|1自慨電の行使を容露する関議決定を薇回し、鴨争,力]を可能にする立法や条約

協定の締結を行わないことを求める意見■Jを 地方自治法第 99条 の規定により国の関係機
関に提出していただきますよう陳情いたしまち

●●コ由

昨年夏 蜘在は 海外で戦争することを可能とする集団的自

"権

の,長 を容摯する閣饉決
定を 多くの国民の反対を押し切って強4rしました これは 「国様の発動としての戦争と

武力による咸嚇又は武力の行使は 国際競争を解決する手段としては、永久にこれを放案す
るJと 定めた憲法9条 を共o向 から否定するものです。

戦後  「集団的自衛権の行使Jと して世界で行われた武力ヽ長は ほとんとが大国による

勢カロの権掏 確保や資源獲得を目的としたものでした。そして無数の市民に血の犠性をも
たらしながら 結局平和を創ることはできませんでした。貴力で平和はつくれないので九
政府は 武器輸出を事実上解泰し 海外での資力行■をnttと した,事 協定をアメツカな

どと結び 2015年 の通常国会には戦争関連法素を出そうとしています また 12月 14口 に

行われた第 47回 総選挙では 自民党と公明党の与労で憲法改正の発饉に必要な,分 の2を 超
える議席を獲得しています。

このままでは 日本は戦争する国になり 自術隊員が外国で殺し殺されることになりま九
また 国内にも戦火が及ぶことになりかねません。私たちは このような戦争への道を断じ
て椰めることができません.
つきましては 地方自治法第

"条
の規定により 国に対し 集団的自術権の伺菫を容露す

る閣議決定を傲回し 戦争滲力]を可能にする立法や条約 協定の締結を行わないことを求め

る意見●をモ出していただきますよう陳情します.


